
伊勢崎市監査委員告示第２号  

 

   監査結果に係る措置について  

 令和８年２月４日付伊勢崎市監査委員告示第１号で公表した監査結果報告について、

地方自治法第１９９条第１４項の規定に基づき伊勢崎市長から措置の通知があったの  

で、別紙のとおり公表する。  

 

  令和８年３月１７日  

 

 

                   伊勢崎市監査委員  光  山  喜一郎  

                      同      髙  田  嘉  郎  

                      同      長  沼  宏  泰  

 

 

                 

 



様式第１号（第８条関係）  

                       監査結果に係る措置通知書 

 

                                         所属部課名  市民部多文化共生課          

  

No 
監  査  結  果  

（指摘改善）  

 

措   置   状   況  

 

 

 １  

 

歳入関係において、条例で定

める使用料の収納額に誤りがあ

った。  

収納事務にあたっては、条例

等を常に確認するとともに、関

係 書 類 の 十 分 な 精 査 と 合 わ せ

て、チェック体制の改善を強く

望むものである。  

 

 

国際友好会館の使用料の徴収誤りに

ついては、納入者に対し事情を説明の

上、差額分を追加徴収しました。  

再発防止策として、国際友好会館利

用許可受付時のマニュアルを作成し、

これを活用して課内で相互確認を行う

体制を整備しました。併せて、使用料

徴収時には複数名による納入金額の確

認を行うこととし、チェック体制の強

化及び適正な事務処理の徹底を図りま

した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊  監査結果（指摘改善）は、監査結果報告書のとおり記載する。  
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